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別
表
第
一
福
島
県
立
福
島
商
業
高
等
学
校
の
項
中
「
一
六
○
人
」
を
「
一
二
○
人
」
に
、
「
一
二
○
人
」

「

経
営
情
報
科

一
六
○
人

マ
ネ
ジ
メ
ン

一
六
○
人

ト
会
計
科

「

経
営
情
報
科

二
四
〇
人

情
報
ビ
ジ
ネ

八
○
人

を
「
八
○
人
」
に
、

を

ス
科

マ
ネ
ジ
メ
ン

二
四
〇
人

ト
会
計
科

経
営
ビ
ジ
ネ

」

八
○
人

ス
科

会
計
ビ
ジ
ネ

八
○
人

ス
科

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
福
島
北
高
等
学
校
の
項
中
「
六
四
○
人
」
を
「
六
〇
〇
人
」
に
改
め
、

」
同
表
福
島
県
立
福
島
東
高
等
学
校
の
項
中
「
九
二
〇
人
」
を
「
八
八
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立

福
島
南
高
等
学
校
の
項
中
「
二
〇
〇
人
」
を
「
一
六
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
川
俣
高
等
学
校

の
項
中
「
二
八
〇
人
」
を
「
二
四
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
二
本
松
工
業
高
等
学
校
の
項
中
「
二

〇
〇
人
」
を
「
一
六
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
郡
山
東
高
等
学
校
の
項
中
「
九
六
○
人
」
を
「
九

二
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
郡
山
商
業
高
等
学
校
の
項
中
「
一
六
○
人
」
を
「
八
○
人
」
に
改

「

「

め
、

流
通
経
済
科

二
四
○
人

を

流
通
経
済
科

二
八
○
人

に
改
め
、

」

」

同
表
福
島
県
立
郡
山
高
等
学
校
の
項
中
「
二
四
〇
人
」
を
「
二
〇
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
須

賀
川
高
等
学
校
の
項
中
「
七
二
〇
人
」
を
「
六
八
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
長
沼
高
等
学
校
の

項
中
「
三
二
〇
人
」
を
「
二
八
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
白
河
旭
高
等
学
校
の
項
中
「
六
四
〇

人
」
を
「
六
〇
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
塙
工
業
高
等
学
校
の
項
中
「
二
四
〇
人
」
を
「
二
〇

〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
修
明
高
等
学
校
の
項
中
「
二
〇
〇
人
」
を
「
一
六
〇
人
」
に
改
め
、

同
表
福
島
県
立
田
村
高
等
学
校
の
項
中
「
六
四
〇
人
」
を
「
六
〇
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
小

野
高
等
学
校
の
項
中
「
四
八
〇
人
」
を
「
四
四
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
会
津
高
等
学
校
の
項

中
「
八
八
〇
人
」
を
「
八
四
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
葵
高
等
学
校
の
項
中
「
八
〇
〇
人
」
を

「
七
六
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
喜
多
方
高
等
学
校
の
項
中
「
六
四
〇
人
」
を
「
六
〇
〇
人
」

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
喜
多
方
東
高
等
学
校
の
項
中
「
四
八
〇
人
」
を
「
四
四
〇
人
」
に
改
め
、
同

「

「

ビ
ジ
ネ
ス
実

ビ
ジ
ネ

表
福
島
県
立
喜
多
方
桐
桜
高
等
学
校
の
項
中

一
二
○
人

を

務
科

務
科
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」「

食
品
加
工
科

ス
実

八
○
人

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
会
津
農
林
高
等
学
校
の
項
中

生
活
経
営
科

」

一
二
○
人

「
を

食
品
加
工
科

一
二
○
人

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
平
商
業

四
○
人

」

」

「

「

高
等
学
校
の
項
中
「
一
二
○
人
」
を
「
八
○
人
」
に
、

Ｏ
Ａ
会
計
科

二
四
○
人

を」

Ｏ
Ａ
会
計
科

一
六
○
人

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
湯
本
高
等
学
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の
項
中
「
八
〇
〇
人
」

オ
フ
ィ
ス
会

八
○
人

計
科

」

を
「
七
六
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
小
名
浜
高
等
学
校
の
項
中
「
三
六
〇
人
」
を
「
三
二
○
人
」

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
勿
来
高
等
学
校
の
項
中
「
二
八
〇
人
」
を
「
二
四
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福

島
県
立
好
間
高
等
学
校
の
項
中
「
三
六
〇
人
」
を
「
三
二
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
四
倉
高
等

学
校
の
項
中
「
四
〇
〇
人
」
を
「
三
六
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
双
葉
高
等
学
校
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項
中
「
三

六
〇
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」
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人
」
に
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、
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、
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等
学
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項
中
「
三
二
〇
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」
を
「
二
八
〇
人
」
に
改
め
、

同
表
福
島
県
立
双
葉
翔
陽
高
等
学
校
の
項
中
「
二
四
〇
人
」
を
「
一
六
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県

立
相
馬
高
等
学
校
の
項
中
「
五
六
〇
人
」
を
「
五
二
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
相
馬
東
高
等
学

校
の
項
中
「
六
四
〇
人
」
を
「
五
六
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
原
町
高
等
学
校
の
項
中
「
六
八

「

〇
人
」
を
「
六
〇
〇
人
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
小
高
商
業
高
等
学
校
の
項
中

情
報
処
理
科

「

情
報
処
理
科

八
○
人

一
二
○
人

を

に
改
め
、
同
表
福
島
県
立
小
高
工
業

情
報
ビ
ジ
ネ

」

四
○
人

ス
科

」

「

高
等
学
校
の
項
中
「
二
○
○
人
」
を
「
一
六
○
人
」
に
、

電

子

科

一
二
○
人

を
」

「

電

子

科

八
○
人

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
高
校
教
育
課
）

福
島
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
二
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

福
島
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
事
故
の
報
告
）

職
員
は
、
事
故
が
生
じ
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
事
情
を
校
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

第
三
十
五
条

ら
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
高
校
教
育
課
）


